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リ ー ス 契 約 書 

 

  リース物品名及び数量 

   ○○○○○○○○  一式 

   （別紙内訳書のとおり） 

 

  リース料金  月額金○,○○○,○○○円也 

         （うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円） 

 

 賃借者 国立大学法人九州大学（以下「九州大学」という。）総長 石橋 達朗と賃貸者     

    との間において、上記のリース物品（以下「物品」と

いう。）について、上記のリース料金で、リース契約を結ぶものとする。 

 なお、消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２

及び第７２条の８３の規定に基づき、リース料金に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

 

第１条  賃貸者は、賃借者に対し、別紙リース要項に基づき物品をリースするものとする。 

第２条 物品は、九州大学○○○○［部局、課等の名称］において借入するものとする。 

２ この契約において、賃貸者が履行すべき給付内容は、仕様書及び賃貸者が入札に際し提

出した入札機器の技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。 

第３条 物品のリース期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までと

する。 

２ 賃借者は、リース期間満了後の取扱いについて、賃貸者に対し書面で期間満了の２ヶ月

前までに通知するものとする。 

第４条 賃借者は、賃貸者からの請求に基づき、毎月リース料金を支払うものとする。 

第５条 リース料金の請求書は、九州大学○○○○［部局、課等の名称］に送付するものと

する。 

２ 代金は、賃貸者の請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、九州大学財務部

経理課から支払うものとする。 

第６条 賃借者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

 一 賃貸者がこの契約に違反したとき。 

 二 賃貸者がこの契約に関し談合等の不正行為をしたことにより、公正取引委員会の排除

措置命令若しくは課徴金納付命令が確定し、課徴金の納付を命じない旨の通知がなされ、

又は刑罰が科されたとき。ただし、不公正な取引方法による不正行為で、かつ金銭的損

害が生じない場合は除く。 

 三 前２号に掲げるもののほか、九州大学が定めた物品供給契約基準第１２又は第１３に

該当するとき。 

第７条 契約保証金は免除する。ただし、賃貸者は、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、違約金として契約期間全体の支払総金額（契約期間が満了していない場合は未

経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額。以下同じ。）の１０分の１に相当す

る額を賃借者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 前条の規定により、リース期間満了前に、この契約が解除された場合 

 二 リース期間満了前に、賃貸者がその債務の履行を拒否し、又は賃貸者の責めに帰すべ

き事由によって賃貸者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 一 賃貸者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律  
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第７５号）の規定により選任された破産管財人 

 二 賃貸者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 三 賃貸者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

第８条 賃貸者は、第６条第２号の規定に該当するときは、賃借者が契約を解除するか否か

にかかわらず、その損害に係る賠償金として契約期間全体の支払総金額の１０分の１に相

当する額を賃借者の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 賃貸者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間全体の支払総金額の１０分

の１に相当する額のほか、契約期間全体の支払総金額の１００分の５に相当する額を賠償

金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第６条第２号に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、私的独占

の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第７条の３第２項

又は第３項の適用があるとき。 

二 第６条第２号に規定する確定した課徴金納付命令若しくは排除措置命令又は科された

刑罰において、賃貸者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

三 第６条第２号に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知に係る事件において、賃貸

者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 賃貸者は、契約の履行を理由として第１項及び第２項の賠償金を免れることはできない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過するこ

とが明らかになった場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求すること

を妨げない。 

５ 賃貸者は、第６条第２号又は第８条第２項第１号から第３号のいずれかの規定に該当す

ることとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければな

らない。 

６ 前各項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

第９条 賃貸者は賃貸者の負担において、物品に動産総合保険を付するものとする。 

第 10 条 賃借者は、物件の毀損、滅失についてのすべての危険を負担するものとする。 

２ 賃借者は、物件が毀損又は滅失した場合は、修繕又は復元を行うものとする。ただし、

賃借者と賃貸者が修繕又は復元を必要としないと合意した場合は、この限りではない。 

３ 賃借者は、前項ただし書きの場合は、賃貸者に損害金を支払うものとする。 

４ 前項の損害金額は、リース期間中のリース料金の合計額から、支払い済みのリース料金

の合計額を差し引いた残額相当額とする。 

５ 第２項の修繕又は復元を行う場合には、この契約は何ら変更なくそのまま継続し、第３

項の損害金を支払う場合には、損害金の支払い完了と同時にこの契約は終了するものとす

る。 

６ 前条による動産総合保険は、第２項の場合は修繕又は復元のための経費に充当し、第３

項の場合は損害金から控除するものとする。 

第 11 条 賃借者が、リース期間満了により装置を返還する場合は、賃貸者は装置の荷造り

及び賃貸者までの運送その他これに要する費用を負担するものとする。 

第 12 条 九州大学が定めた物品供給契約基準第２０に規定する遅延利息率は、「年３.０％」

とする。 

第 13 条 この契約についての必要な細目は、九州大学が定めた物品供給契約基準によるも

のとする。 

第 14 条 この契約について賃借者と賃貸者との間に紛争が生じたときは、双方の協議によ

りこれを解決するものとする。 

第 15 条 この契約に関する訴えの管轄は、九州大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判
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所とする。 

第 16 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、賃借者と

賃貸者とが協議して定めるものとする。 

 

 上記契約の成立を証するため、賃借者と賃貸者は次に記名し、印を押すものとする。 

 この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

 ただし、この契約書を電磁的記録により作成する場合は、賃借者と賃貸者は記名押印に代

えて双方合意した方法による電子署名を行い、当該電磁的記録により双方で保有するものと

する。 

 

 

  令和○○年○○月○○日 

 

 

        賃借者  福岡市西区元岡７４４ 

             国立大学法人九州大学 

             総長    石 橋  達 朗  ［印］ 

 

 

        賃貸者 ［所 在 地］ 

            ［氏  名］           ［印］ 
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別紙 

 

リ ー ス 要 項 

 

（リース契約の趣旨） 

第１条 賃貸者は、九州大学が指定する○○○○○○○○（以下「物件」という。）を九州

大学にリースし、九州大学はこれを借受けるものとする。 

２ この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできないものとする。 

 

（物件の引渡） 

第２条 物件は九州大学の指定する場所に搬入されるものとし、九州大学は、物件が搬入さ

れたときから引渡のときまで善良な管理者の注意をもって、物件を管理するものとする。 

２ 九州大学は、搬入された物件について引渡予定日及び検査期限までに検査を行い、契約

の内容に適合することを確認のうえ、検査完了日を記載した「リース物件受領証」を賃貸

者に交付するものとし、この検査完了日をもって賃貸者から九州大学に物件が引渡された

ものとする。 

 

（物件の契約不適合等） 

第３条 賃貸者は以下の各号について一切の責任を負わないものとする。 

（１）物件の規格、仕様、品質、性能、数量、及び物件に関するソフトウェア等に契約不適

合があった場合。 

（２）物件の選択、決定に際して九州大学に錯誤があった場合。 

２ 前項第１号の場合において、九州大学が賃貸者に対し書面で請求した場合は、賃貸者は、

賃貸者と物件の供給者（以下「供給者」という。）との売買契約に基づき賃貸者が供給者

に対して有する請求権を、九州大学が賃貸者に代わって行使し、又は直接行使し得る手続

を取るなど、九州大学、賃貸者協議の上定めた方法により、九州大学の損害回復に協力す

るものとする。 

 

（債務弁済） 

第４条 リース契約の解除権の行使及び物件の所有権の移転については、九州大学が賃貸者

に対して既経過未払いリース料及び未経過未払いリース料の合計額の譲渡代金を支払うも

のとする。 

２ 賃貸者は、前条第２項の賃貸者が供給者に対して有する諸権利の存否、並びに九州大学

の請求に対する供給者の履行を担保しないものとする。 

３ 九州大学は、第２項及び前条第２項に基づいて、賃貸者に対し権利（解除権を除く）を

行使する場合においてもリース料の支払い、その他この契約に基づく債務の弁済を免れる

ことはできないものとする。 

 

（公租公課） 

第５条 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）は九州大学の負担とし、固定資

産税は賃貸者の負担とする。 

２ 固定資産税及び消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取

引に課され、又は課されることのある公租公課の負担については、九州大学及び賃貸者間

の協議により、その負担について定めるものとする。 

 

（物件の使用・管理） 

第６条 九州大学は、第２条による物件の引渡を受けたときから、物件を使用できるものと
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し、九州大学は、善良な管理者の注意をもって物件を使用するものとする。 

 

（物件の所有権の侵害禁止等） 

第７条 九州大学は、物件を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れたり等賃貸者の所有権を

侵害する行為を行ってはならないものとする。ただし、九州大学が、つぎの各号に記載す

る行為について賃貸者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

（１）物件を他の不動産、動産に付着させること。 

（２）物件について改造、加工、模様替えをするなどその原状を変更すること。 

（３）物件を第三者に転貸すること。 

（４）物件の占有を移転すること。 

（５）リース契約に基づく九州大学の権利、地位を第三者に譲渡すること。 

 

（保険） 

第８条 賃貸者は第２条による物件の引渡しと同時に賃貸者を被保険者として賃貸者の指定

する保険会社と物件に対する動産総合保険を締結し、この契約の存続期間中これを更新す

るものとする。 

 

（物件の返還） 

第９条 リース期間満了により物件を返還する場合は、装置の荷造り及び賃貸者が指定する

場所までの運送その他これに要する費用は賃貸者の負担とする。 

２ 物件に個人情報を含む電子的情報が記録されている場合、九州大学は九州大学の責任に

よりそのデータを消去して賃貸者に返還するものとする。 

 

（契約の更新等） 

第 10 条 九州大学は、リース期間満了後、更新するか又は終了するかの選択ができるもの

とし、リース期間満了日の２ヵ月前までに賃貸者に対し書面で報告するものとする。 


